
Title 律逸文若干条の復元について
Sub Title On the restoration of some scattered Ritsu (Japanese ancient

criminal code) articles
Author 上野, 利三(Ueno, Toshizo)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1978

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.51, No.6 (1978. 6) ,p.77- 90 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19780615-0077

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


律
逸
文
若
干
条
の
復
元
1こ

つ
い
て

上

野

利

三

一
　
は
し
が
き

　
さ
き
ご
ろ
刊
行
を
み
た
律
令
研
究
会
編
「
訳
註
日
本
律
令
　
二
・
三
　
律
本
文

　
　
　
（
1
）

篇
上
巻
・
下
巻
」
（
以
下
「
訳
註
・
律
本
文
鐘
と
い
う
）
は
、
幕
末
期
に
集
成
さ
れ

　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
「
律
逸
」
と
滝
川
政
次
郎
博
士
の
「
律
逸
々
」
と
を
基
に
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
新
訂
増
補
国
史
大
系
「
律
」
所
収
の
「
律
逸
文
」
、
お
よ
び
同
書
刊
行
以
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
諸
学
者
の
律
条
復
元
研
究
1
こ
と
に
利
光
三
津
夫
博
士
の
四
著
作
に
ま
た

　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
る
研
究
と
律
令
講
究
会
に
よ
る
一
連
の
律
条
復
旧
作
業
ー
な
ど
の
成
果
が

大
部
分
集
約
さ
れ
て
な
つ
た
大
部
の
書
で
あ
る
。
本
書
は
、
律
令
講
究
会
の
主

力
メ
ン
バ
ー
が
、
そ
の
編
著
に
多
大
の
労
力
を
費
し
た
も
の
だ
け
に
、
そ
れ
ま

で
の
律
逸
集
成
書
の
不
備
を
カ
バ
ー
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
編
輯
と
構
成
の
方

式
に
は
独
自
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。

　
本
書
の
刊
行
に
よ
つ
て
我
々
は
、
日
本
律
復
元
の
現
況
を
こ
の
一
書
を
ひ
も

と
く
こ
と
に
よ
つ
て
知
り
う
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
多
大
の
便
益
に
対
し
て
深

甚
な
る
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

　
な
お
同
書
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
井
上
光
貞
・
吉
田
孝
両
氏
の
書

（
7
）

評
が
こ
れ
を
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
読
者
は
つ
い
て
そ
れ
を
参
照
せ
ら
れ
た

い
。　

本
稿
は
、
本
書
が
刊
行
せ
ら
れ
て
の
ち
に
、
筆
者
が
、
令
義
解
、
令
集
解
等

（
い
ず
れ
も
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
を
通
読
せ
る
間
に
寓
目
す
る
こ
と
の
で
き

た
、
同
書
に
看
過
せ
ら
れ
た
律
の
逸
文
若
干
条
に
つ
い
て
考
証
し
た
も
の
で
あ

る
。
同
書
に
お
い
て
も
、
律
逸
の
拾
い
漏
れ
が
な
お
存
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
、
そ
の
監
修
者
・
滝
川
博
士
が
す
で
に
予
測
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま

た
、
律
令
講
究
会
自
体
が
同
書
刊
行
後
も
精
力
的
に
そ
の
拾
補
を
行
な
つ
て
い

（
9
）

る
。　

要
す
る
に
、
本
稿
に
挙
示
せ
る
律
の
逸
文
は
、
先
学
の
連
綿
た
る
研
究
業
績

の
末
端
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
復
元
し
え
た
と
こ
ろ
は
、
文
字
通
り

の
片
々
た
る
隻
語
に
過
ぎ
ぬ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
に
よ

り
、
養
老
律
あ
る
い
は
大
宝
律
条
文
の
内
容
を
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
な
し

え
た
こ
と
は
、
筆
者
に
と
つ
て
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。
「
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
（
九
二
九
）



律
逸
又
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

め
る
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
本
稿
が
こ
の
言
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
該
当
す

る
と
す
れ
ば
　
こ
れ
に
す
ぎ
る
満
足
は
な
い
。

　
（
－
）
　
律
令
研
究
会
編
「
訳
註
日
本
律
令
　
二
・
三
　
律
本
文
篇
上
巻
・
下
巻
」
．
昭

　
　
和
五
十
年
・
東
京
堂
出
版
刊
。

　
（
2
）
　
萩
野
由
之
・
和
田
英
松
監
修
「
続
々
群
書
類
従
・
第
六
法
制
部
」
所
収
・
三
五

　
　
九
ー
四
〇
五
頁
。
同
書
は
尾
張
の
学
者
石
原
正
明
の
編
著
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
萩

　
　
野
由
之
・
池
辺
義
象
・
増
田
干
信
編
「
日
本
古
代
法
典
」
巻
一
緒
言
“
小
中
村
清
矩

　
　
述
・
五
頁
）
が
、
こ
の
説
に
は
論
拠
不
分
明
と
し
て
疑
義
が
出
さ
れ
て
お
り
（
利
光

　
　
三
津
夫
博
士
　
「
続
律
令
制
と
そ
の
周
辺
」
四
ー
六
頁
）
、
こ
の
疑
義
に
は
反
論
も
あ

　
　
る
。
（
嵐
義
人
氏
「
律
逸
の
著
者
に
つ
い
て
」
律
令
研
究
資
料
第
四
号
・
昭
和
四
十
八

　
　
年
・
五
一
頁
以
下
）
。
嵐
説
は
結
局
、
古
代
法
典
の
説
を
敷
術
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を

　
　
積
極
的
に
裏
づ
け
る
確
証
を
提
示
す
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
と
筆
老
に
は
お
も
わ

　
　
れ
る
。
し
た
が
つ
て
本
稿
で
は
、
以
上
の
研
究
現
状
に
か
ん
が
み
て
、
「
律
逸
」
の

　
　
著
者
に
関
し
て
は
こ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
な
し
に
論
を
す
す
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
（
3
）
　
滝
川
博
士
「
律
逸
々
」
法
学
協
会
雑
誌
第
四
四
巻
第
二
二
二
・
四
・
五
・
六
・

　
　
七
・
九
号
（
大
正
十
五
年
）
、
の
ち
に
同
博
士
　
「
律
令
の
研
究
」
第
四
編
第
一
章
に

　
　
「
律
の
逸
文
」
と
題
し
て
収
む
（
五
六
一
頁
以
下
）
。

　
（
4
）
　
こ
れ
ら
の
諸
研
究
の
大
要
に
つ
い
て
は
、
利
光
博
士
の
著
「
律
令
条
文
復
旧
史

　
　
の
研
究
」
（
「
律
令
制
と
そ
の
周
辺
」
所
収
・
八
七
頁
以
下
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）
　
「
律
令
及
び
令
制
の
研
究
」
（
一
一
頁
以
下
）
、
「
律
の
研
究
」
（
二
八
－
二
一
頁
．

　
　
一
五
三
i
二
〇
六
頁
）
、
前
掲
「
律
令
制
と
そ
の
周
辺
」
（
三
頁
以
下
）
、
前
掲
「
続
律
令

　
制
と
そ
の
周
辺
」
（
三
頁
以
下
）
の
四
著
書
を
指
す
。

　（6

）
　
前
掲
「
訳
註
・
律
本
文
篇
」
序
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）
　
井
上
・
吉
田
両
氏
「
律
令
研
究
会
編
「
訳
註
日
本
律
令
H
・
皿
律
本
文
編
上
・

　
　
下
」
」
史
学
雑
誌
第
八
五
編
第
九
号
・
昭
和
五
十
一
年
・
七
二
頁
以
下
。
な
お
井
上

　
氏
ら
が
中
心
と
な
つ
て
近
時
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
、
「
律
令
』
日
本
思
想
大
系
3

七
八
　
　
（
九
三
〇
）

　
（
昭
和
五
十
一
年
・
岩
波
書
店
刊
）
が
あ
る
。
前
掲
の
門
訳
註
・
律
本
文
篇
一
の
主

　
た
る
企
図
が
律
逸
文
の
集
成
に
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
主
に
律
の
残
存
部
分

　
と
、
令
に
訓
読
文
と
注
解
と
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
の
論
評
に
つ
い
て
は
、

小
林
宏
博
士
の
「
「
律
令
」
所
感
」
（
日
本
歴
史
第
三
五
三
号
・
昭
和
五
十
二
年
・
八

　
七
頁
以
下
）
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
以
上
の
両
書
は
、
そ
の
編
輯
方
式
こ
そ
異
な

　
る
が
、
い
ず
れ
も
近
年
に
お
け
る
律
令
学
共
同
研
究
書
の
ピ
ー
ク
を
示
す
も
の
と
い

　
つ
て
差
支
え
な
い
。

（
8
）
　
前
掲
「
訳
註
・
律
本
文
篇
」
序
・
八
ー
九
頁
。

（
9
）
同
会
編
「
律
条
拾
肋
」
（
鳴
急
如
律
令
第
五
号
・
昭
和
五
十
年
、
の
ち
に
小
林

博
士
編
「
律
条
拾
羨
」
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
第
三
八
輯
・
昭
和
五
十

　
一
年
二
四
九
頁
以
下
、
に
附
載
）
が
あ
る
。
な
お
、
右
記
の
「
律
条
拾
羨
」
な
る

　
論
文
は
、
さ
き
の
「
律
条
拾
肋
」
と
同
じ
く
、
当
初
は
鳴
急
如
律
令
な
る
学
術
誌
に

　
掲
載
せ
ら
れ
た
由
で
あ
る
が
（
前
掲
「
訳
註
・
律
本
文
篇
」
上
巻
・
三
二
頁
、
お
よ

　
び
下
巻
・
一
〇
頁
）
、
「
訳
註
・
律
本
文
篇
」
に
そ
の
成
果
が
吸
収
せ
ら
れ
て
の
ち

　
に
、
な
お
重
ね
て
右
掲
の
紀
要
に
隠
急
如
律
令
掲
載
の
も
の
と
同
一
の
論
稿
を
公
表

　
す
る
必
要
が
何
故
に
存
し
た
の
か
。
こ
の
点
理
解
し
が
た
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

前
掲
紀
要
所
掲
の
「
律
条
拾
羨
」
は
し
が
き
に
は
、
隠
急
如
律
令
所
掲
の
「
律
条
拾

　
羨
」
と
の
関
係
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
前
掲
【
訳
註
・
律
本
文
篇
」

　
上
巻
の
凡
例
で
は
、
川
北
靖
之
氏
の
「
律
逸
補
葺
」
が
、
吃
急
如
律
令
二
に
掲
載
せ

　
ら
れ
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
（
三
二
頁
）
、
同
書
下
巻
の
凡
例
に
お
い
て
は
国
学

院
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
、
法
学
論
叢
一
に
掲
載
せ
ら
れ
た
も
の
と
表
示
さ
れ
て

　
い
る
（
一
〇
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
同
一
の
論
題
に
し
て
そ
の
掲
載
雑
誌
名
が
異
な

　
つ
て
い
る
由
縁
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
我
々
読
者
・
利
用
老
に
は
な
は
だ

　
不
便
の
感
を
抱
か
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
は
、
拾
わ
れ
た
律
の
逸
文
と
、

そ
れ
を
復
元
文
に
考
証
す
る
過
程
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ

あ
つ
て
、
「
訳
註
・
律
本
文
篇
』
の
ご
と
く
逸
文
の
復
元
せ
ら
れ
た
結
果
の
状
態
だ



け
し
か
表
記
さ
れ
な
い
書
物
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
利
用
者
は
必
ず
逸
文
が
復

元
さ
れ
る
に
い
た
る
ま
で
の
考
証
過
程
を
論
述
し
た
該
研
究
者
の
論
稿
に
当
た
り
な

お
す
こ
と
が
必
須
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
筆
者
は
、
同
書
の
上
・
下
両
巻
の

凡
例
に
、
異
な
る
記
述
が
理
由
な
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
不
可
解
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
や
や
微
細
な
点
に
論
を
及
ぼ
し
た
ぎ
ら
い
が
あ
る

が
、
こ
れ
も
ひ
と
え
に
「
訳
註
・
律
本
文
篇
」
に
寄
せ
る
筆
者
の
期
待
の
大
な
る
と

こ
ろ
に
発
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
失
礼
な
言
が
あ
れ
ぽ
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ

る
。　

　
　
二
　
名
例
律
共
犯
罪
逃
亡
条

　
賦
役
令
歳
役
条
集
解
所
引
の
穴
記
に
は
、

　
　
名
例
律
徒
条
、
折
除
課
役
処
附
釈
云
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
右
の
う
ち
「
折
除
課
役
」
の
四
文
字
は
、
す
で
に
利
光

博
士
が
養
老
律
名
例
の
共
犯
罪
逃
亡
条
の
一
句
と
し
て
こ
れ
を
復
元
し
て
い

（
2
）

る
。
と
す
れ
ば
、
右
記
文
中
の
「
徒
条
」
な
る
標
目
か
ら
、
こ
こ
に
使
用
さ
れ
た

「
徒
」
の
語
が
、
同
条
文
中
に
存
在
し
た
律
文
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
律
令
条
文
の
標
目
は
、
た
と
え
ぽ
「
職
制
律
詔
書
稽
程
条
」

（
公
式
令
勅
旨
式
条
集
解
の
釈
説
所
引
）
、
「
宮
衛
令
勘
合
契
条
」
（
公
式
令
給
随
身
符

条
集
解
の
穴
説
所
引
）
な
ど
の
よ
う
に
、
多
く
は
そ
の
条
文
中
の
語
句
を
も
つ
て

呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
「
徒
」
と
い
う
文
字
が
本
文
の
用
語
で
あ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
疑
い
が
な
い
と
お
も
う
。

　
共
犯
罪
逃
亡
条
に
「
徒
」
の
文
字
が
存
し
た
こ
と
は
当
然
予
測
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
る
が
、
従
来
は
そ
れ
を
確
定
し
う
る
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

な
か
つ
た
が
ゆ
え
に
、
「
律
逸
」
と
利
光
博
士
の
復
元
に
お
い
て
当
該
文
字
は
、

　
　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

つ
ぎ
の
ご
と
く
、
唐
律
を
も
つ
て
補
綴
さ
れ
て
き
た
。

　
　
籍
共
犯
罪
（
霧
）
而
有
（
糖
）
逃
亡
（
魏
）
、
見
獲
者
称
亡
者
為
首
更
無
証
徒
、

　
　
則
決
其
従
罪
、
（
中
略
）
、
若
在
入
人
徒
年
煮
即
計
庸
（
儲
）
折
除
課
役
（
羅
令
）
及

　
　
置
（
注
萎
鷺
其
本
応
律
暴
盛
暑
則
以
杖
籟
亘
准
減
徒
年
（
難

　
　
解
）
、

　
と
こ
ろ
で
、
唐
律
の
条
文
で
は
、
意
味
の
異
な
る
　
「
徒
」
の
語
が
二
種
類

1
「
証
徒
」
と
「
徒
年
」
i
み
ら
れ
る
が
、
前
述
の
「
徒
条
」
の
「
徒
」

は
そ
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
日
本
律
逸
文
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え

ば
、
そ
れ
は
後
者
す
な
わ
ち
「
徒
年
」
の
「
徒
」
に
相
応
す
る
逸
文
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

推
定
さ
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
「
証
徒
」
の
「
徒
」
は
と
も
が
ら
を
意
味
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
文
字
を
条
項
名

に
使
用
し
た
と
は
考
え
が
た
い
が
ゆ
え
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
後
者
の
「
徒
」
が
条
項
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
場

合
に
一
つ
の
疑
問
に
出
会
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
徒
年
」
の
意
味
の
「
徒
」

と
い
う
文
字
は
、
名
例
律
中
に
十
余
条
に
わ
た
つ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
つ

て
、
な
に
ゆ
え
に
穴
記
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
り
ふ
れ
た
、
し
か
も
他
と
の
判
別

が
容
易
で
な
い
文
字
を
条
項
名
と
し
て
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
応
つ
ぎ
の
二
通
り
の
考
え
方
が
で
き
る
と
お
も
わ

れ
る
。

　
そ
の
一
は
、
穴
記
の
い
う
「
徒
条
」
と
は
、
「
徒
に
関
す
る
条
項
」
ぐ
ら
い

の
意
味
で
あ
つ
て
、
こ
と
さ
ら
こ
れ
を
固
有
名
詞
的
に
使
用
さ
れ
た
と
は
考
え

な
い
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
読
み
方
で
も
穴
記
の
述
べ
る
前
後
の
文
脈
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
九
三
一
）



　
　
　
律
逸
文
若
千
条
の
復
元
に
つ
い
て

は
何
ら
支
障
は
な
い
。
た
だ
令
集
解
に
お
け
る
「
某
律
或
条
」
と
い
う
諸
法
家

の
条
文
の
引
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
　
「
或
条
」
の
「
或
」
に
相
当
す
る
語
句

は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
固
有
名
詞
的
に
、
す
な
わ
ち
特
定
の
条
項
を
指
す
語

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
（
名
例
下
巻
終
条
－
僧
尼
令
観
玄
象
条
集
解
所
見

ー
と
か
、
賊
盗
律
第
二
条
ー
喪
葬
令
身
喪
戸
絶
条
集
解
所
見
ー
と
か
呼
ぶ
場
合
も

あ
る
）
、
こ
こ
だ
け
が
一
般
名
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
や
や

躊
躇
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
の
二
は
、
穴
記
が
共
犯
罪
逃
亡
条
を
指
称
す
る
場
合
、
略
称
し
て
単
に

「
徒
条
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
た
と
考
え
て
、
こ
れ
を
積
極
的
に
共
犯
罪
逃

亡
条
そ
の
も
の
を
指
す
語
と
解
釈
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
呼
び
な
ら

わ
し
が
あ
つ
た
、
と
即
断
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
早
計
の
き
ら
い
は
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
に
推
測
し
う
る
根
拠
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
奈
良
朝
初
期
に

制
定
・
施
行
せ
ら
れ
た
律
令
の
運
用
を
め
ぐ
り
、
諸
種
の
解
釈
が
生
み
出
さ
れ

る
が
、
そ
れ
が
奈
良
末
－
平
安
初
期
に
い
た
つ
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
注

釈
書
が
著
さ
れ
る
因
由
と
な
つ
た
こ
と
は
、
令
集
解
を
ひ
も
と
け
ば
顕
然
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
異
説
が
競
存
し
た
こ
と
は
、
当
代
の
明
法
学
界
に
幾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

派
も
の
学
流
が
存
在
し
た
こ
と
の
現
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
。
一
学
派
の
法
概
念
・

法
解
釈
が
か
た
く
な
ま
で
に
専
守
・
相
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
令
義
解
序

に
、

　
　
法
令
製
作
、
文
約
旨
広
、
先
儒
訓
註
、
案
拠
非
一
、
或
専
守
家
素
、
或
固
拘
偏
見
、

　
　
不
肯
由
一
孔
之
中
、
争
欲
出
二
門
之
表
、
遂
至
同
耽
之
獄
生
死
札
半
、
連
案
之
断
出

　
　
入
異
科

　
（
5
）

と
あ
り
、
ま
た
、
額
田
今
足
の
「
応
撰
定
令
律
問
答
私
記
事
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
九
三
二
）

　
諸
博
士
等
相
承
教
授
、
文
略
義
隠
情
理
難
通
、
即
無
不
由
先
儒
旧
説
、
而
彼
旧
説
、

　
　
或
為
問
答
、
或
為
私
記
、
互
作
異
同
、
未
詳
誰
作
、
後
学
者
等
、
属
意
彼
此
、
毎
有

　
　
論
、
決
難
塞
、

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
、

か
く
ま
で
に
固
随
な
派
閥
内
部
に
あ
つ
て
は
、
当
然
の
ご
と
く
、
そ
の
法
学
説

の
み
な
ら
ず
、
律
令
条
文
の
音
読
・
訓
読
の
仕
方
や
条
項
の
呼
び
方
な
ど
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
学
派
特
有
の
く
せ
や
な
ら
い
が
生
じ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
問

題
と
す
る
条
項
名
の
呼
称
に
限
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
ほ
ぽ
同
時
代

に
な
つ
た
諸
家
の
私
記
を
検
す
る
と
、
律
で
は
、
職
制
律
玄
象
器
物
条
を
穴
説

は
「
玄
象
条
」
（
紅
葉
山
文
庫
本
雑
令
義
解
秘
書
玄
象
条
裏
書
）
と
い
い
、
讃
説
は

「
凡
玄
象
器
物
、
天
文
、
私
家
不
得
有
、
違
者
徒
一
年
条
」
（
僧
尼
令
観
玄
象
条

集
解
）
と
い
つ
て
い
る
。
ま
た
令
で
は
、
宮
衛
令
上
番
条
を
釈
説
は
「
下
番
兵

衛
条
」
（
公
式
令
訴
訟
条
集
解
）
と
い
い
、
跡
説
は
「
兵
衛
下
番
条
」
（
同
条
集
解
）

と
い
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
考
課
令
国
郡
司
条
を
穴
説
は
「
勧
課
田
農
進
考
条
」

（
職
員
令
大
宰
府
条
集
解
）
と
い
い
、
伴
説
は
「
凡
国
郡
司
撫
育
有
方
戸
口
増
益
条
」

（
同
摂
津
職
条
集
解
）
と
い
つ
て
お
り
、
公
式
令
任
授
官
位
条
を
穴
説
は
「
任
授

条
」
（
選
叙
令
職
事
官
患
解
条
集
解
）
と
い
い
、
伴
説
は
「
任
授
官
位
条
」
（
職
員
令

式
部
省
条
集
解
）
と
い
つ
て
い
る
。
同
様
に
し
て
、
著
述
年
代
の
異
な
る
注
釈
書

相
互
を
比
べ
て
み
て
も
、
諸
説
が
、
同
一
の
条
項
を
異
な
つ
た
名
称
で
呼
ぶ
例

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
さ
ら
に
数
を
ま
す
。

　
ま
た
右
と
は
反
対
に
、
異
な
る
条
項
を
同
一
の
名
称
で
呼
ん
だ
例
も
あ
る

が
、
や
は
り
こ
の
場
合
も
派
閥
の
弊
害
が
も
た
ら
し
た
現
象
と
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
紅
葉
山
文
庫
本
の
獄
令
義
解
に
は
、
流
移
人
条
な
る
条



項
名
が
二
箇
所
に
み
ら
れ
る
（
第
十
三
条
と
第
二
十
二
条
）
。
し
か
し
て
、
同
本
義

解
の
二
十
二
条
目
の
流
移
人
条
に
は
、

　
　
以
上
流
移
人
太
政
官
量
配
条
号
流
移
人
条
、
此
条
又
号
流
移
人
条
、
作
義
解
之
目
不

　
　
正
欺
、
或
記
称
禾
達
朱
、
傍
以
名
Z
、

と
い
う
書
入
れ
が
み
え
て
い
る
。
二
つ
の
条
文
に
同
一
の
条
項
名
が
施
さ
れ
た

こ
と
は
義
解
の
読
者
に
不
便
を
与
え
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
公
的
注
釈
書
で
あ

れ
ば
、
い
か
に
も
不
合
理
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る

不
合
理
を
超
克
せ
ん
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
自
派
の
主
義
主
張
を
あ
く
ま
で

貫
こ
う
と
す
る
派
閥
精
神
に
基
づ
く
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
右
記
文

中
で
或
記
が
、
こ
の
条
文
に
義
解
と
は
別
の
異
称
を
附
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
書
入
れ
に
、
「
作
義
解
之
日

不
正
欺
」
と
み
え
る
こ
と
は
、
義
解
が
条
文
の
解
釈
の
統
一
を
は
か
ら
ん
と
し

た
際
に
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
つ
た
諸
法
家
の
条
項
の
称
し
方
を
も
同
時
に
一
本
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
義
解
序
の

内
容
と
よ
く
対
応
し
て
お
り
、
ま
た
、
学
閥
の
存
在
と
各
派
に
内
在
し
た
と
お

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
わ
れ
る
く
せ
や
な
ら
い
と
の
離
し
が
た
い
関
係
を
物
語
る
傍
証
史
料
と
し
て

大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
か
よ
う
に
し
て
律
令
条
文
の
呼
称
に
、
各
学
派
独
自
の
呼
び
方
が

存
在
し
た
こ
と
が
証
し
え
た
と
し
て
も
、
先
掲
の
「
徒
条
」
も
こ
の
考
え
方
で

通
用
し
う
る
か
ど
う
か
は
依
然
断
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
釈

で
ぎ
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
述
べ
た
ま
で
で
あ

る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
穴
記
が
、
単
な
る
「
徒
」
の
一
文
字
で
本
条
を
表
現
し
た
こ

　
　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

と
に
間
題
は
存
す
る
の
で
あ
つ
て
、
さ
き
に
挙
示
し
た
二
様
の
解
し
方
の
い
ず

れ
が
的
を
え
て
い
る
か
は
後
考
に
侯
つ
と
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
用

法
が
、
令
集
解
中
に
お
い
て
は
、
他
に
あ
ま
り
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
復
元
字
旬
の
わ
ず
か
で
あ
る
養
老
律
本
条
に
お
い
て
、

「
徒
年
』
の
「
徒
」
字
が
、
た
だ
一
字
で
は
あ
る
が
復
元
し
え
た
こ
と
は
、
大

き
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
こ
れ
が
穴
記
の
引
く
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
令
集
解
に
は
「
穴
云
…
…
今
師
云
…
…
名
例
律
徒
条
、
折
除
課
役

処
附
釈
云
」
と
み
え
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
師
説
の
文
の
よ
う
に
読
ま
れ
う
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
こ
の
穴
記
以
下
の
文
を
「
穴
云
…
…
未
知
…
…
答
…

『
今
師
云
…
…
』
…
…
、
問
…
…
答
…
…
、
名
例
律
徒
条
、
折
除
課
役
処
附
釈
云
」

と
読
み
、
文
中
の
師
説
は
穴
記
の
問
答
文
の
「
答
」
の
部
分
に
引
か
れ
た
も
の
と
お

も
う
。
右
の
師
説
の
直
下
に
は
、
「
令
釈
之
心
、
頗
似
此
也
レ
と
あ
つ
て
、
そ
の
「
此
」

と
は
上
記
の
師
説
を
指
し
、
釈
説
と
師
説
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
両
説
を
対

比
し
た
主
格
は
い
う
ま
で
も
な
く
穴
記
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
師
説
は
穴
記
の
引

用
文
と
考
え
ら
れ
、
「
名
例
律
徒
条
」
以
下
の
文
を
含
ま
な
い
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

な
に
ゆ
え
か
よ
う
な
引
用
関
係
に
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、
近
時
、
師
説
は
大
宝
令

の
注
釈
書
で
あ
る
と
み
る
説
が
提
起
さ
れ
て
お
り
（
虎
尾
俊
哉
氏
「
令
集
解
考
証
三

題
」
（
弘
前
大
学
人
文
社
会
第
…
干
史
学
篇
V
・
昭
和
三
十
九
年
・
二
八
頁
以

下
）
、
も
し
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
師
説
引
載
の
律
は
大
宝
律
の
逸
文
と
み
な
さ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
し
か
し
穴
記
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
養
老
律
の
逸
文
と
み
な
し
て
誤

り
な
い
。
こ
の
よ
う
に
大
宝
・
養
老
両
律
の
頸
別
の
大
方
の
目
安
と
な
る
の
が
、
逸

文
を
含
む
法
家
学
説
に
よ
る
こ
と
を
お
も
え
ば
、
上
掲
史
料
が
誰
の
学
説
に
引
か
れ

て
い
た
か
を
確
定
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
須
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
九
三
三
）



律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

（
2
）
　
利
光
博
士
・
前
掲
「
律
の
研
究
」
一
六
六
頁
。

（
3
）
　
前
掲
続
々
群
書
類
従
・
三
六
二
頁
、
利
光
博
士
・
右
掲
書
同
頁
。

（
4
）
　
当
時
の
明
法
学
界
に
お
い
て
、
難
難
を
極
め
た
明
法
科
の
入
学
試
験
に
合
格
す

　
る
に
は
、
明
法
生
は
、
早
く
か
ら
そ
の
同
族
の
明
法
学
者
と
学
外
に
お
い
て
私
的
な

師
弟
関
係
を
む
す
び
、
律
令
の
学
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
学
閥
発
生

　
の
必
然
性
は
こ
の
面
よ
り
強
調
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
に
っ
い

　
て
は
、
桃
裕
行
氏
「
上
代
学
制
の
研
究
」
（
二
天
－
一
二
九
頁
、
三
四
三
ー
三
四

　
九
頁
、
四
五
六
ー
四
五
八
頁
）
お
よ
び
利
光
博
士
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
大
学
寮
明

　
法
科
」
（
前
掲
「
律
令
制
と
そ
の
周
辺
」
一
四
二
－
一
四
四
頁
）
に
詳
論
が
あ
る
。

　
ま
た
神
野
清
一
氏
は
、
そ
の
著
「
令
集
解
「
讃
記
」
の
性
格
分
析
」
（
続
日
本
紀
研

　
究
第
二
二
八
・
二
二
九
合
併
号
・
昭
和
四
十
三
年
・
一
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
令
集

　
解
所
引
の
讃
記
・
穴
記
の
学
説
を
検
討
し
て
、
こ
れ
ら
の
令
私
記
は
、
讃
岐
氏
や
穴

　
太
氏
の
法
解
釈
が
代
々
家
学
と
し
て
継
受
さ
れ
る
過
程
で
成
立
し
た
こ
と
を
論
証
し

　
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
学
閥
の
構
成
は
、
多
く
は
同
族
が
そ
の
主
勢
力
を
占
め

　
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
大
学
寮
に
お
け
る
学
生
と
受
業
師
と
の
公
的

　
な
師
弟
関
係
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
科
は
異
な
る
が
、
文
章
道
に

　
お
け
る
三
善
清
行
と
そ
の
師
巨
勢
文
雄
と
の
関
係
な
ど
は
著
名
で
、
両
者
が
そ
の
推

　
挽
関
係
で
強
く
む
す
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
派
閥
の
内
実
を
知
る
上
で
大
変
示
唆

　
さ
れ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
所
功
氏
「
三
善
清
行
」
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
・
一
五

　
頁
以
下
、
を
参
照
の
こ
と
）
。

（
5
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
「
令
義
解
」
附
録
・
三
五
二
頁
。

（
6
）
　
同
右
書
附
録
・
三
四
五
頁
。
な
お
、
こ
の
今
足
の
天
長
三
年
十
月
の
令
律
問
答

　
私
記
撰
定
の
太
政
官
符
は
、
注
（
5
）
の
令
義
解
序
と
と
も
に
、
紅
葉
山
文
庫
本
令
義

　
解
の
巻
首
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
7
）
清
原
宣
賢
の
式
目
抄
に
よ
れ
ば
、
「
律
令
格
式
ハ
皆
呉
音
ニ
ヨ
メ
リ
」
と
記
さ

　
れ
て
い
る
（
近
藤
瓶
城
編
「
続
史
籍
集
覧
」
第
二
冊
・
二
二
頁
以
下
）
。
し
か
し
、

八
二
　
　
（
九
三
四
）

こ
の
こ
と
が
奈
良
・
平
安
時
代
に
遡
り
う
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
律
令
が
一
つ
の

定
ま
つ
た
よ
み
方
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
事
実
、
式

目
抄
は
右
の
文
に
続
け
て
「
此
式
目
モ
呉
音
ヲ
本
ト
ス
レ
ト
モ
又
漢
音
モ
交
レ
リ
」

と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
築

島
裕
氏
が
律
令
の
伝
本
の
古
訓
を
研
究
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
れ
に
は
「
鎌

倉
時
代
の
漢
籍
の
古
点
の
要
素
を
有
し
」
、
ま
た
「
平
安
中
期
十
世
紀
前
後
と
見
ら

れ
る
古
形
を
存
し
」
、
「
又
更
に
一
部
に
は
奈
良
時
代
以
前
の
語
格
を
遺
す
面
も
あ

る
」
（
「
律
令
の
古
訓
点
に
つ
い
て
㌧
前
掲
「
律
令
」
所
収
・
八
｝
九
頁
）
と
述
べ
、

そ
の
多
面
性
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
・
旧
時
代
の
語
形
が
伝
本
に
混

在
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
時
代
そ
の
時
代
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
流
派
の
訓
点

が
ダ
ブ
つ
て
移
点
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
家
学
・
家
説
の
形

成
に
即
応
し
て
、
訓
点
法
も
あ
る
程
度
の
秘
伝
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と

は
、
時
代
は
降
る
が
、
白
河
天
皇
が
左
大
臣
源
俊
房
に
白
氏
文
集
一
部
を
給
い
、

「
被
仰
可
令
点
進
之
由
」
れ
（
水
左
記
、
永
保
三
年
八
月
六
日
条
）
、
し
ぽ
ら
く
し

て
俊
房
の
亡
父
秘
蔵
の
「
文
集
点
本
進
上
」
し
た
（
同
記
、
永
保
四
年
五
月
二
十
七

日
条
）
こ
と
な
ど
に
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
訓
点
法
は
当
初
は
便
宜
上
か
ら

お
こ
つ
た
も
の
が
、
次
第
に
権
威
の
保
持
に
か
た
む
き
、
や
が
て
秘
密
性
の
き
わ
め

て
濃
厚
な
も
の
に
変
つ
て
い
つ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
て
、
令
義
解
の
紅
葉
山

文
庫
本
お
よ
び
藤
波
本
に
は
、
乎
古
登
点
に
「
宗
無
ノ
点
」
・
「
宗
無
」
な
ど
の
注
記

が
あ
り
、
傍
訓
に
も
「
坂
」
、
「
坂
本
」
あ
る
い
は
「
章
敦
読
之
」
な
ど
と
注
す
る
も
の

が
あ
る
と
い
う
（
早
川
庄
人
・
吉
田
孝
両
氏
・
前
掲
「
律
令
」
解
題
・
八
三
七
頁
）
。

こ
れ
は
早
川
氏
ら
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
「
宗
」
は
惟
宗
流
、
「
坂
」
は
坂
上
流
を
各

々
表
わ
す
も
の
で
あ
つ
て
（
「
章
敦
」
は
お
そ
ら
く
弘
安
頃
の
左
衛
門
尉
で
あ
つ
た
人

物
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
中
原
流
と
す
べ
き
か
。
今
江
広
道
氏
「
法
家
中
原
氏
系
図

考
証
」
書
陵
部
紀
要
第
2
7
号
・
昭
和
五
十
年
・
三
二
頁
、
を
参
照
の
こ
と
）
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
学
特
有
の
訓
点
の
附
し
方
の
存
し
た
一
端
が
こ
れ
に
よ
り
明
ら
か
と
な



　
る
。

（
8
）
　
二
・
三
の
例
を
あ
げ
る
と
、
名
例
律
の
犯
死
罪
非
八
虐
条
は
、

　
　
（
釈
説
）
犯
死
罪
、
親
老
疾
応
待
条
（
戸
令
給
侍
条
集
解
）

　
　
（
穴
説
）
祖
父
母
老
疾
上
請
条
（
同
右
）

　
　
（
朱
説
）
犯
死
罪
八
虐
条
（
選
叙
令
職
事
官
患
解
条
集
解
）

　
の
ご
と
く
で
あ
り
、
ま
た
衛
禁
律
の
私
度
関
条
は
、

　
　
（
古
記
説
）
衛
禁
律
私
度
関
津
条
（
職
員
令
弾
正
台
条
集
解
）

　
　
（
朱
説
）
衛
律
私
度
条
（
賦
役
令
丁
匠
赴
役
条
集
解
）

　
　
（
或
説
）
私
度
関
条
（
公
式
令
陳
意
見
条
集
解
）

　
の
ご
と
く
で
あ
り
、
さ
ら
に
公
式
令
授
位
任
官
条
は
、

　
　
（
穴
説
）
喚
辞
条
（
公
式
令
訴
訟
条
集
解
）

　
　
（
師
説
）
五
位
以
上
有
称
姓
条
（
同
右
移
式
条
集
解
）

　
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ち
な
み
に
い
う
と
、
右
掲
の
古
記
に
み
え
る
「
私
度
関
津
条
」

　
は
、
大
宝
律
の
復
元
に
用
い
ら
れ
た
律
逸
文
で
あ
る
が
、
前
掲
「
訳
註
・
律
本
文
篇
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
は
こ
の
門
私
度
関
津
』
の
四
文
字
を
、
養
老
律
の
「
私
度
関
者
レ
に
対
応
す
る
も
の

　
と
し
て
復
元
し
て
い
る
（
同
書
上
巻
二
六
八
頁
）
。
し
か
し
筆
者
は
「
私
度
関
津
」

　
の
「
津
』
字
は
、
養
老
律
下
文
に
み
え
る
「
摂
津
」
の
「
津
」
に
対
応
す
る
も
の
と

　
み
て
い
る
。
直
接
の
証
左
は
あ
げ
ら
れ
な
い
が
、
関
市
令
行
人
出
入
条
の
「
凡
行
人

　
出
入
関
津
者
」
の
条
文
に
、
義
解
は
「
津
者
、
摂
津
」
な
る
解
釈
を
施
し
て
い
る
こ

　
と
が
そ
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
あ
る
一
つ
の
令
私
記
が
、
あ
る
条
項
を
一
定
の
名
称
で
呼
ん
で
い
た

　
例
は
、
わ
ず
か
に
つ
ぎ
の
一
例
を
あ
げ
う
る
に
と
ど
ま
る
（
た
だ
し
、
異
質
系
統
の

　
令
集
解
の
部
分
は
除
外
す
る
）
が
、
こ
れ
と
て
も
さ
き
ほ
ど
来
の
筆
者
の
想
定
を
支

　
え
は
す
る
も
の
の
決
し
て
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
朱
説
は
、
職
員
令

　
摂
津
職
条
集
解
お
よ
び
選
叙
令
秀
才
出
身
条
集
解
の
二
箇
所
に
お
い
て
、
戸
令
の
国

　
遣
行
条
を
「
国
守
条
」
に
一
括
し
て
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

（
9
）
　
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
紅
葉
山
文
庫
本
、
考
課
令
善
条
義
解
並
び
に
同
本
公
式
令

　
平
出
条
義
解
に
、
各
々
「
此
中
有
四
条
而
義
解
相
合
只
称
善
条
」
、
「
此
中
有
十
二
条

　
而
義
解
相
合
只
称
平
出
条
」
な
る
書
入
れ
が
存
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
こ
れ
を
立
証

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
令
義
解
撰
述
後
も
、
流
移
人
条
の
呼
称
が
二
箇
所
に

　
わ
た
つ
て
存
在
し
続
け
た
の
は
、
た
だ
単
に
義
解
編
者
の
誤
謬
と
の
み
即
断
す
る
こ

　
と
は
で
き
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
と
同
類
の
例
は
、
選
叙
令
の
考
満
応
叙
条
、
衣

　服

令
の
朝
服
条
、
獄
令
の
婦
人
在
禁
条
、
同
令
の
犯
死
罪
条
な
ど
、
多
く
を
あ
げ
る

　
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
故
異
な
つ
た
条
文
に
同
じ
条

　
項
名
が
附
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
義
解
編
者
の
意
図
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
条
項
名
の

　
称
し
方
に
諸
家
が
自
説
を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
つ
た
た
め
か
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で

　
は
な
い
が
、
な
お
後
考
を
要
す
べ
き
問
題
と
お
も
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
名
例
律
称
二
等
親
祖
父
母
条

　
戸
令
七
出
条
集
解
所
引
の
穴
記
に
は
、

　
名
例
養
者
条
簡
云
説
了

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
文
中
の
「
養
者
」
の
二
字
は
、
養
老
名
例
律
の
称

二
等
親
祖
父
母
条
の
逸
文
と
し
て
新
た
に
拾
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
律
令
の
条

項
名
が
原
則
と
し
て
そ
の
条
文
の
本
文
の
字
句
よ
り
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
唐
律
名
例
お
よ
び
現
在
知
ら
れ
る

日
本
律
名
例
の
諸
条
規
に
お
い
て
、
「
養
者
」
の
語
旬
が
見
出
し
う
る
の
は
唐
律

称
期
親
祖
父
母
条
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
そ
れ
に
相
応
す
る
日
本
律
条
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

中
に
存
在
し
た
用
語
と
推
断
し
て
誤
り
な
い
。

な
お
滝
川
博
士
は
、
そ
の
著
「
諦
皇
学
叢
書
・
令
集
解
」
髪
い
て
、
上
掲

の
［
名
例
養
者
条
」
な
る
一
句
が
、
本
条
に
相
当
す
る
条
文
を
指
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
九
三
五
）



　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
を
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
養
者
」
の
語
句
が
律
逸
文
で

あ
る
こ
と
は
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
「
養
者
」
の
「
養
」
字
は
、
利
光
博
士
が
選
叙
令
集
解
の
「
讃
云
」
の

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

文
「
律
養
父
母
与
親
同
者
」
よ
り
拾
得
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
養
者
」

の
二
文
字
が
見
出
さ
れ
る
点
で
、
前
掲
戸
令
の
史
料
が
や
や
優
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
本
条
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
よ

混　
　
凡
補
称
二
等
親
、
及
称
祖
父
母
者
、
曽
高
同
（
鑓
麗
激
蟹
永
二
Y
称
孫
者
曽
高

　
　
（
祉
灘
繭
鍵
ギ
嫡
孫
承
倶
与
父
母
同
（
製
其
嫡
継
慈
最
若
（
鱒
）
響

（
解
与
親
同
（
綴
令
鯨
曙
男
高
称
祖
免
以
上
馨
各
依
本
羅

　
　
不
難
圧
及
出
隆
義
服
同
正
服
（
鞘
）

　
　
（
傍
線
は
新
た
に
復
元
し
え
た
部
分
を
示
す
。
以
下
同
じ
）

　
（
1
）
　
こ
の
穴
記
の
文
中
に
み
え
る
「
簡
」
と
い
う
書
が
、
唐
律
令
の
注
釈
で
あ
る
こ

　
　
と
は
、
滝
川
博
士
が
す
で
に
言
及
さ
れ
（
「
諦
皇
学
叢
書
・
令
集
解
」
解
題
二
四
頁
）
、

　
　
の
ち
に
利
光
博
士
が
そ
の
証
拠
史
料
を
豊
富
に
あ
げ
て
こ
れ
を
立
証
し
て
お
ら
れ
る

　
　
（
前
掲
「
律
令
及
び
令
制
の
研
究
」
七
八
頁
）
。
さ
す
れ
ば
　
「
名
例
養
者
条
」
と
い

　
　
う
標
目
は
唐
律
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
と
お
も

　
　
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
他
の
こ
れ
と
同
種
類
の
実
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
公
式
令
内

　
　
外
諸
司
条
集
解
に
、

　
　
　
　
名
例
贈
位
条
張
云
見
、

　
　
と
あ
り
、
僧
尼
令
観
玄
象
条
集
解
に
、

　
　
　
　
賊
律
造
妖
書
及
妖
言
遠
流
条
張
云
、

　
　
と
あ
つ
て
、
唐
律
の
注
釈
書
で
あ
る
「
張
」
を
引
く
律
の
条
項
名
中
に
、
日
本
律
特

　
　
有
の
用
語
で
あ
る
「
贈
位
」
（
唐
律
は
「
贈
官
」
）
・
「
遠
流
」
（
同
じ
く
「
流
三
千
里
」
）

　
　
が
み
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
さ
き
の
「
養
者
条
」
の
一
句
は
、
あ
く
ま
で
日
本
律
の
私

八
四
　
　
（
九
三
六
）

　
記
で
あ
る
穴
記
の
言
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
「
簡
」
と
い
う
書
の
学
説
が
、
日

本
律
の
注
釈
書
（
た
と
え
ば
律
集
解
の
ご
と
き
も
の
）
の
「
名
例
養
者
条
」
の
項
に

　すで

に
引
載
せ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
強
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
滝
川
博
士
・
前
掲
「
令
集
解
」
二
六
九
頁
。

（
3
）
　
利
光
博
士
・
前
掲
「
律
の
研
究
」
一
六
七
－
一
六
八
頁
。

（
4
）
　
こ
れ
ま
で
の
本
条
の
復
元
に
つ
い
て
は
、
「
律
逸
」
（
前
掲
続
々
群
書
類
従
・
三

　
六
三
頁
）
、
滝
川
博
士
・
前
掲
「
律
令
の
研
究
』
五
七
三
頁
、
利
光
博
士
・
前
掲
「
律

　
の
研
究
」
（
注
（
3
）
参
照
）
、
皆
川
完
一
氏
「
名
例
律
称
二
等
親
祖
父
母
条
の
復
原
」

新
訂
増
補
国
史
大
系
月
報
5
0
・
昭
和
四
十
一
年
・
四
頁
以
下
、
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）
唐
律
に
よ
つ
て
補
綴
せ
ら
れ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
、
e
「
嫡
継
慈
母
、
若
」

　
の
一
句
を
、
前
掲
の
「
律
令
」
は
「
養
老
律
に
な
か
つ
た
可
能
性
も
あ
る
が
未
詳
」

　
（
四
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
滝
川
博
士
の
前
掲
「
令
集
解
」
は
、
戸
令
殴
妻
祖

父
母
条
集
解
に
「
凡
諸
条
称
妻
者
、
継
妻
亦
同
」
と
あ
る
の
は
、
本
条
の
其
以
下
与

親
同
ま
で
の
条
文
か
ら
「
類
推
し
た
る
原
則
な
る
べ
し
」
（
二
七
五
頁
）
と
考
え
ら
れ

　
て
、
こ
の
条
文
の
存
在
を
推
測
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
口
「
称
子
者
男
女

同
」
は
、
川
北
靖
之
氏
が
、
戸
令
お
よ
び
田
令
の
義
解
と
集
解
の
私
記
よ
り
復
元
し

　
て
い
る
（
「
律
逸
補
遺
」
皇
学
館
論
叢
第
五
巻
第
二
号
・
昭
和
四
十
七
年
・
三
六
頁
）

　が、

特
に
律
の
逸
文
で
あ
る
明
証
は
見
出
し
が
た
い
。
た
だ
し
、
の
ち
に
「
律
条
拾

遺
」
（
小
林
博
士
編
・
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
第
三
二
輯
・
昭
和
四
十

　
八
年
二
西
一
－
二
四
三
頁
）
に
お
い
て
、
川
北
・
嵐
両
氏
が
、
右
条
文
の
存
在
に

　
つ
い
て
、
こ
れ
を
補
論
し
て
い
る
。
㊧
「
称
祖
免
以
上
親
者
」
以
下
に
相
当
す
る
養

老
律
条
文
は
、
前
掲
「
律
令
」
は
そ
の
存
在
を
疑
つ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
証
す

　
る
史
料
が
見
出
せ
な
い
の
で
不
分
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

四
　
戸
婚
律
在
官
奪
私
園
圃
条

図
書
寮
所
蔵
本
、
神
祇
令
義
解
、
供
祭
祀
条
に
は
、



　
　
穴
云
、
菓
実
猶
戸
婚
律
蒔
菓
実
是
也
、

と
い
う
書
入
れ
が
み
え
る
。
右
文
中
の
「
蒔
菓
実
」
の
戸
婚
律
断
片
の
一
旬
は
、

唐
律
戸
婚
で
は
在
官
侵
奪
私
田
条
疏
議
に
の
み
み
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
こ
の
律
の
逸
文
は
、
唐
律
同
条
疏
議
に
、

　
　
園
圃
　
謂
蒔
果
実
種
菜
疏
之
所

と
あ
る
文
の
一
部
分
に
相
応
す
る
養
老
律
の
疏
文
と
推
断
し
て
差
支
え
な
い
と

お
も
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
掲
げ
た
唐
律
の
疏
文
は
、
こ
と
こ
ま
か
に
論
じ
れ
ぽ
、

「
園
」
が
「
蒔
果
実
之
所
」
で
あ
り
、
「
圃
」
が
「
種
菜
疏
之
所
」
で
あ
る
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
さ
き
の
戸
婚
律
逸
文
は
、
「
園
」
に
対
応
す

る
疏
文
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
り
、
「
圃
」
に
相
応
す
る
疏
文
が
養
老
律
に
存
し

た
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
を
も
つ
て
し
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
か
し
、
田
令
賃
租
条
集
解
所
引
の
跡
記
に
は
、

　
　
種
菜
疏
日
圃

と
あ
つ
て
、
「
圃
」
の
語
義
が
示
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
跡
説
も
ま
た
、
戸
婚
律
条
文

よ
り
そ
の
説
を
な
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
上
掲
の
唐
律
疏
文
と
よ

く
対
応
す
る
部
分
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
）
。
ゆ
え
に
、
日
本
に
お
い
て
も
、
「
園
」
と

「
圃
」
と
は
異
な
る
概
念
と
し
て
各
々
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
つ
て
、
「
園
圃
」
と
い
え
ば
、
そ
の
両
方
の
語
の
意
義
を
併
せ
た
「
蒔

菓
実
種
菜
疏
之
所
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
上
記
の
書
入
れ
は
、
供
祭
祀
条
の

　
　
凡
供
祭
祀
幣
吊
、
飲
食
及
菓
実
之
属
、
（
下
略
）

と
あ
る
「
菓
実
」
の
語
に
注
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
滝
州
博
士
が

　
　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
律
令
諸
条
間
に
は
、
往
々
、
文
言
が
同
じ
で
も
意
味
内

容
の
異
な
る
用
語
が
存
在
す
る
が
た
め
に
、
神
祇
令
と
戸
婚
律
の
条
文
の
語

が
、
そ
の
文
言
だ
け
で
な
く
意
味
内
容
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
必
要
か
ら
附
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
養
老
律
本
条
は
、
「
律
逸
」
に
そ
の
本
文
前
半
が
補
わ
れ
て
い
る
以
外
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

つ
た
く
復
元
の
手
が
及
ん
で
い
な
い
（
後
掲
参
照
）
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
書
入

れ
に
み
え
る
律
逸
文
に
よ
つ
て
、
唐
律
疏
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
文
言
を
有
す
る
疏

文
が
日
本
律
に
も
存
し
た
こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
に
大
き
な
意

義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
う
。
以
上
に
よ
つ
て
、
養
老
戸
婚
律
本
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
つ
ぎ
の
ご
と
く
復
元
で
き
よ
う
（
本
文
は
「
律
逸
」
に
よ
る
）
。

　
　
凡
補
在
官
舞
私
園
圃
煮
褒
以
下
答
共
嬬
）
、
該
加
奪
、
過
杖
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
律
称
在
官
、
即
是
居
官
挾
勢
、
（
中
略
）
、

　
　
巌
加
辱
腫
陸
厘
、
園
圃
加
奪
罪
止
徒
二
箋
躍
轟
）
剰

　
　
実
（
図
書
寮
本
神
紙
令
義
解
書
　
（
下
略
）
、

　
　
謝
）
肇
甦
所
（
響

　
（
－
）
滝
川
博
士
「
律
令
の
柄
馨
」
（
前
掲
「
律
令
の
研
究
」
附
録
二
九
i
三
二
頁
）
。

　
（
2
）
前
掲
続
々
群
書
類
従
・
三
七
一
頁
。

　
（
3
）
　
「
律
逸
」
の
復
元
に
は
二
、
三
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
日
唐
に

　
　
お
け
る
地
積
の
単
位
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
彼
の
「
畝
」
は
我
に
あ
つ

　
　
て
は
「
段
』
と
改
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
量
刑
の
相
違
で
あ
つ

　
　
て
、
唐
律
で
は
二
畝
以
下
」
の
侵
奪
は
「
杖
六
十
」
を
科
す
る
の
に
対
し
て
、
わ

　
　
が
律
に
お
い
て
は
「
一
段
以
下
答
冊
」
と
な
つ
て
い
て
、
唐
制
よ
り
数
等
軽
く
な
つ

　
　
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
唐
律
で
補
わ
れ
て
い
る
部
分
に
相
当
す
る
日
本
律
も
そ
の

　
　
量
刑
は
数
等
軽
く
な
つ
て
い
た
も
の
と
推
考
さ
れ
る
。
注
意
す
べ
き
第
三
点
は
、
唐

　
　
律
の
「
在
官
侵
奪
私
田
者
」
な
る
条
文
が
、
戸
令
集
解
所
見
の
本
条
逸
文
で
は
「
在

　
　
官
侵
奪
私
園
圃
者
」
と
な
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
逸
文
に
誤
り
が
な
い
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
九
三
七
）



律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

れ
ば
、
な
に
ゆ
え
に
日
本
律
編
者
は
こ
の
よ
う
な
変
更
を
加
え
し
め
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
「
田
」
と
い
う
語
は
、
中
国
で
は
区
画
地
の
泥
称
と
し
て
、
わ
が
国
で
は
水

田
を
意
味
す
る
語
と
し
て
各
々
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
同
一
語
旬
で
内

容
を
異
に
す
る
唐
律
の
用
語
を
そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
も
適
用
す
る
こ
と
は
、
当
然
不

都
合
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
日
本
律
条
文
の
変
更
の
一
因
は
こ
の
辺
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
、
さ
ら
に
考
を
す
す
め
て
、
そ
の
主

因
を
、
日
唐
間
に
現
存
す
る
根
深
い
国
制
上
の
相
違
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
お
も
う
に
、
中
央
貴
族
色
の
強
い
唐
の
地
方
官
僚
と
異
な
り
、
わ

が
国
に
お
け
る
地
方
官
僚
が
、
多
く
、
在
地
の
豪
族
を
も
つ
て
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
、
諸
種
の
史
料
か
ら
こ
れ
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
官
に

と
つ
て
、
任
地
は
す
な
わ
ち
在
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
田
令
の
荒
廃
条
義
解
に
は
、

　
　
官
人
者
、
国
司
、
若
以
土
人
任
為
国
司
、
弄
郡
司
及
百
姓
等
営
種
者
、
即
永
為

　
　
私
田
、

と
あ
り
、
同
条
集
解
所
引
の
穴
記
に
は
、

　
　
還
公
、
謂
郡
司
百
姓
井
土
人
任
国
司
而
請
公
験
開
墾
者
、
永
為
私
財
耳
、

と
み
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
か
か
る
目
唐
官
制
の
相
違
が
存
す
る
以
上
、
わ
が
律
令

政
府
が
、
任
地
に
多
く
の
私
田
を
有
す
る
地
方
官
に
、
上
掲
の
唐
律
条
文
の
ご
と
き

刑
罰
を
科
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
論
ず
べ
き
点
は
多
い
が
、
管
見
に
入
る
史
料
が
僅
少
で

あ
る
が
た
め
に
、
詳
論
は
い
ず
れ
後
考
を
期
し
た
い
と
お
も
う
。
な
お
、
本
条
に
お

い
て
、
唐
律
の
「
私
田
」
が
日
本
律
で
は
「
私
園
圃
」
に
な
つ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

唐
律
本
文
末
に
あ
る
「
園
圃
加
一
等
」
の
語
句
は
日
本
律
で
は
削
除
さ
れ
て
い
た
か

も
し
れ
な
㌧
ζ五

　
厩
庫
律
官
物
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
（
九
三
八
）

　
唐
律
に
対
応
す
る
養
老
律
の
本
条
文
は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
文
が
政
事
要
略
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

拾
わ
れ
、
そ
の
復
元
文
が
「
律
逸
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
大
宝
律
条

文
は
、
い
ま
だ
に
一
片
た
り
と
も
そ
の
逸
文
が
発
見
さ
れ
ず
、
し
た
が
つ
て
そ

の
存
在
す
ら
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
現
在
に
い
た
つ
て
い
る
。
し
か

し
筆
者
は
、
そ
の
存
在
を
推
断
す
る
に
足
る
つ
ぎ
の
ご
と
き
逸
文
に
逢
寓
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
田
令
公
田
条
集
解
に
は
、

　
　
古
記
云
、
販
売
、
謂
売
也
、
供
公
麿
料
、
謂
供
給
官
人
也
、
以
充
雑
用
、
謂
臨
時
雑

　
　
用
耳
、
問
、
公
麿
正
訓
未
知
、
何
訓
、
答
、
供
給
官
人
之
物
、
謂
之
公
塵
物
也
、
此

　
　
物
所
安
置
処
、
謂
之
公
庸
院
宇
也
、
仮
令
、
借
貸
請
官
物
、
出
挙
取
利
、
以
本
還

　
　
官
、
以
利
更
廻
、
出
挙
取
利
、
以
借
給
当
司
官
人
等
、
此
為
公
麿
物
、
本
此
官
物

　
　
故
、
厩
庫
律
之
同
官
物
之
例

と
い
う
古
記
の
文
が
み
え
る
。
古
記
が
、
大
宝
律
令
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と

は
、
夙
に
先
学
が
こ
れ
を
立
証
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
く
り
返

し
て
述
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
右
の
古
記
が
、
大
宝
田
令
の
逸
文

を
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
よ
り
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
と
に
そ
れ
が
養
老
令

条
規
と
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
貴
重
な
逸
文
で
あ
る
こ
と
は
、
先
学
が
し
ば
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ば
こ
れ
を
注
目
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
る
に
一
方
、
上
掲
の
古
記
一
文
中
に

は
、
大
宝
の
令
の
み
な
ら
ず
、
律
の
逸
文
も
引
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま

た
著
目
す
る
に
価
す
る
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唐
律
と
ほ
ぽ
同
文

で
あ
る
こ
と
の
知
ら
れ
て
い
る
政
事
要
略
巻
五
九
よ
り
復
元
し
う
る
養
老
律
の

本
条
文
は
、

　
　
凡
補
官
物
当
応
入
私
、
已
出
庫
蔵
而
未
付
給
、
若
私
物
当
供
官
用
、
已
送
在
官
、
及

　
　
応
供
官
人
之
物
、
難
不
供
官
用
、
而
守
掌
在
官
者
、
皆
為
官
物
之
例
（
疏
文
省
略
）



　
　
　
　
（
3
）

と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
先
掲
古
記
の
文
の
末
段
に
、

　
　
厩
庫
律
之
同
官
物
之
例

と
あ
る
の
が
、
右
の
養
老
律
に
相
応
す
る
大
宝
律
の
条
文
で
あ
る
こ
と
は
、
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
と
お
も
う
。

　
古
記
の
文
に
、
明
ら
か
に
「
厩
庫
律
」
と
い
う
律
の
篇
目
が
引
か
れ
て
い
な

が
ら
、
長
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
こ
れ
が
大
宝
律
逸
文
と
断
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な

か
つ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
集
解
の
文
が
諸
説
諸
注
紛
々
と
混
在
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
こ
れ
が
早
く
に
復
旧
の
な
つ
た
養
老
律
逸
文
で
あ
つ
て
、
古
記
の
文

と
は
別
物
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
た
め
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ

る
。

　
（
1
）
　
前
掲
続
々
群
書
類
従
・
三
七
八
頁
。

　
（
2
）
　
大
宝
田
令
公
田
条
の
復
元
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
議
論
の
絶
え
な
か
つ
た
と

　
　
こ
ろ
で
あ
り
、
主
な
も
の
だ
け
で
も
、
仁
井
田
陞
博
士
「
古
代
支
那
日
本
の
土
地
私

　
　
有
制
（
三
）
・
（
四
）
」
（
国
家
学
会
雑
誌
第
四
四
巻
第
七
号
・
一
二
八
頁
、
第
八
号
・

　
　
一
〇
二
ー
一
〇
三
頁
、
昭
和
五
年
）
、
亀
田
隆
之
氏
「
賃
租
制
の
一
考
察
一
（
史
学
雑

　
　
誌
第
六
二
編
第
九
号
・
昭
和
二
十
八
年
・
六
七
頁
以
下
）
、
早
川
庄
八
氏
「
公
廠
稲

　
　
制
度
の
成
立
」
（
史
学
雑
誌
第
六
三
編
第
三
号
・
昭
和
三
十
五
年
二
頁
以
下
）
、
虎

　
　
尾
俊
哉
氏
「
班
田
収
授
法
の
研
究
一
附
録
・
田
令
対
照
表
（
五
〇
七
頁
）
、
岸
俊
男

　
　
氏
「
賃
租
二
題
」
（
「
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
」
所
収
・
四
八
一
頁
以
下
）
等
の
諸
論

　
　
稿
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
3
）
　
注
（
1
）
参
照
。

　
（
4
）
　
ち
な
み
に
上
に
掲
げ
た
古
記
の
文
中
に
は
、

　
　
　
　
供
給
官
人
之
物
、
謂
之
公
摩
物

　
　
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
省
略
し
た
復
元
養
老
律
の
疏
文
の
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
或
公
鷹
物
及
応
供
官
人
之
物

　
　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

　
　
と
あ
る
文
と
、
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
ひ

　
　
　
　
　
六
　
闘
訟
律
子
孫
違
犯
教
令
条

　
戸
令
応
分
条
集
解
に
み
え
る
古
記
所
引
の
一
云
に
は
、

　
　
問
、
服
中
有
不
孝
之
子
、
服
関
若
為
均
分
、
答
、
依
律
科
罪
、
物
猶
分
耳
之
、

と
い
う
問
答
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
に
よ
る
と
、
父
母
の
残
後
、
そ
の

服
喪
期
間
中
に
、
遺
産
を
相
続
す
る
子
弟
の
側
に
不
孝
の
行
為
が
あ
つ
た
場
合

に
は
、
そ
の
相
続
は
い
か
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
い
に
対
し
て
、
不
孝

の
子
は
刑
律
に
よ
り
処
罰
の
対
象
と
な
り
う
る
が
、
財
産
の
相
続
は
有
効
で
あ

る
、
と
い
う
解
釈
を
下
L
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、
そ
こ
に
適
用
さ
れ
る
律
の

条
規
は
、
子
孫
違
犯
教
令
を
定
め
た
闘
訟
律
条
文
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、

「
依
レ
律
」
の
語
が
大
宝
律
の
注
釈
書
・
古
記
（
一
云
）
の
文
中
に
み
え
る
と
こ

ろ
か
ら
し
て
、
唐
律
お
よ
び
法
曹
至
要
抄
、
式
目
抄
等
よ
り
復
元
す
る
こ
と
の

で
き
る
養
老
律
の

　
　
子
孫
違
犯
教
令
、
及
供
養
有
闘
者
、
徒
二
年

と
い
う
条
文
に
相
応
す
る
規
定
が
、
大
宝
律
に
お
い
て
も
存
し
た
こ
と
が
う
か

　
　
（
1
）

が
わ
れ
る
。

　
右
の
律
文
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
条
文
の
法
意
が
、
父
母
の
存

世
中
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
死
後
に
お
い
て
も
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
粟
島
神
社
文
書
、
貞
永
二
年
四
月
明
法
勘
文

に
、

　
　
闘
訟
律
云
、
子
孫
違
犯
教
令
者
、
徒
二
年
、
説
者
云
、
死
生
亦
同

　
　
（
2
）

と
あ
つ
て
、
律
私
記
で
あ
る
説
者
が
、
「
死
生
亦
同
」
と
い
う
法
解
釈
を
下
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
九
三
九
）



　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
上
掲
古
記
の
一
云

が
、
た
と
え
父
母
残
後
と
い
え
ど
も
闘
訟
律
の
規
定
を
適
用
す
べ
し
と
い
つ
て

い
る
こ
と
は
、
決
し
て
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
古
記
の
一
説
に
み
え
る
不
孝
の
子
弟
に
遺
産
相
続
資
格
を

認
め
る
と
す
る
学
説
に
は
、
当
代
に
お
い
て
、
す
で
に
強
力
な
る
反
対
説
が
存

在
し
た
に
相
違
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
中
古
以
来
の
有
力
学

説
の
系
統
を
承
け
た
法
曹
至
要
抄
に
は
、
そ
の
不
孝
子
不
預
財
物
事
の
条
に
、

　
　
闘
訟
律
云
、
子
孫
違
犯
教
令
、
及
供
養
有
闘
者
徒
二
年
、
説
者
云
、
不
孝
之
子
不
可

　
　
預
遺
財
者
、
案
之
、
至
干
不
孝
之
男
女
、
不
預
父
母
之
遺
財
戻
、

と
あ
つ
て
、
中
古
に
な
つ
た
説
者
の
法
解
釈
に
も
と
づ
い
て
、
上
述
の
古
記
説

と
は
正
反
対
の
異
説
が
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
裁
判
至
要
抄
の
説
も
こ

れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
）
。
律
令
に
お
け
る
子
弟
の
親
に
対
す
る
服
従
義
務
は

す
こ
ぶ
る
厳
格
を
き
わ
め
た
か
ら
、
不
孝
の
子
弟
は
財
産
の
相
続
資
格
を
敏

く
、
と
解
す
る
右
の
説
老
の
学
説
は
、
律
令
条
文
の
文
理
に
き
わ
め
て
忠
実
で

あ
る
と
い
え
る
。
わ
が
中
世
の
法
家
学
説
の
主
流
と
も
い
う
べ
き
法
曹
至
要
抄
・

裁
判
至
要
抄
等
の
学
説
が
、
こ
の
説
に
し
て
正
当
と
認
め
し
め
た
の
も
、
し

か
る
べ
き
よ
り
処
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
不
孝
」
な
る
こ
と
ば

の
概
念
は
、
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
つ
て
、
い
か
な
る
行
為
が
不
孝
に
相
当
す

る
か
は
、
こ
れ
を
み
る
者
の
見
方
に
よ
る
。
ゆ
え
に
、
父
母
の
遣
産
を
他
に
相

続
せ
し
め
る
こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
者
に
と
つ
て
は
、
そ
の
相
続
資
格
の
あ
る

者
を
、
欠
格
者
に
陥
れ
ん
と
し
て
、
不
孝
の
行
為
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
、
さ

ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
「
罪
の
疑
し
ぎ
は
軽
き
に
従
う
」

こ
と
を
も
つ
て
律
令
の
た
て
ま
え
と
す
る
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
か
り
に
不
孝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
九
四
〇
㌧

事
実
が
推
測
さ
れ
る
と
し
て
も
、
相
続
適
格
者
に
そ
の
資
格
を
消
失
せ
し
め
る

処
置
ま
で
と
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
法
意
に
反
す
る
結
果
を
招
来
し
か
ね
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
よ
り
い
え
ば
、
古
記
の
説
は
、
よ
く
現
実
を
み
す
え
た
学
説

を
な
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
と
お
も
う
。
ゆ
え
に
古
記
の
一
説
も
、
そ
の
対

立
せ
る
有
力
学
説
に
抗
し
て
、
そ
の
学
統
の
命
脈
を
よ
く
後
世
に
伝
え
え
た
も

の
と
み
え
て
、
法
曹
至
要
抄
と
相
前
後
し
て
な
つ
た
「
明
法
条
々
勘
録
」
に

は
、
上
述
の
古
記
説
と
ほ
ぽ
同
趣
旨
の
、
L
か
し
て
法
曹
至
要
抄
と
は
対
立
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
異
説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）
古
記
所
引
の
一
云
も
古
記
と
同
じ
く
大
宝
律
令
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
は
、
虎

　
尾
俊
哉
氏
が
前
掲
「
令
集
解
考
証
三
題
」
九
七
頁
以
下
に
お
い
て
論
じ
て
お
ら
れ

　
る
。
な
お
そ
の
古
記
一
云
に
引
か
れ
た
「
不
孝
」
の
語
も
、
名
例
律
八
虐
条
の
七
日

　
「
不
孝
」
に
相
応
す
る
大
宝
律
用
語
と
し
て
拾
補
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
う
。

　
ち
な
み
に
後
述
す
る
「
明
法
条
々
勘
録
」
と
い
う
書
物
に
は
、

　
　
父
母
已
令
不
孝
之
子
、
（
中
略
）
、
違
者
並
当
八
虐
云
々
、

　
な
る
一
文
が
み
ら
れ
、
「
不
孝
」
の
語
が
律
の
八
虐
条
の
用
語
で
あ
る
こ
と
を
語
つ

　
て
い
る
。

（（32
））

大
日
本
史
料
第
五
編
之
九
・
四
六
九
頁
。

法
曹
至
要
抄
・
裁
判
至
要
抄
は
と
も
に
、

闘
訟
律
云
、
子
孫
違
犯
教
令
者
徒
二
年
、

者
云
、
死
生
亦
同
、

又
条
云
、
告
祖
父
母
父
母
者
絞
、
説

な
る
史
料
を
載
せ
て
い
る
（
新
校
群
書
類
従
・
第
四
巻
官
職
部
律
令
部
公
事
部
（
一
）
・

一
六
一
頁
、
二
〇
一
頁
）
が
、
こ
の
説
者
の
説
も
上
の
二
条
文
（
子
孫
違
犯
教
令
条

お
よ
び
告
祖
父
母
父
母
条
）
に
か
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
上
掲
し
た
明
法
勘
文
と

は
ほ
ぽ
等
質
の
史
料
と
み
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
説
者
は
、
律
集
解

所
掲
の
説
を
敷
術
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ぽ
、
吉
続
記
、
弘
安
二



　年五月

ニ
ャ
一
日
の
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ソ

　
　
　
告
訴
父
之
本
罪
可
為
存
口
、
又
死
生
同
、
此
等
文
闘
諦
律
集
解
所
見
也
、
死
生

　
　
　
同
説
古
来
用
来
、
父
没
之
後
、
（
以
下
敏
文
）

な
る
文
が
録
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
律
集
解
の
逸
文
に
つ
い
て
は
い
ま

だ
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
新
た
に
発
見
し
え
た
逸
文
と
称
し
て
よ
い
と
お
も

　
う
。
律
集
解
に
関
し
て
は
、
和
田
英
松
氏
「
本
朝
書
籍
目
録
考
証
」
（
一
二
八
－
二

　
一
九
頁
）
、
お
よ
び
利
光
博
士
・
前
掲
「
律
の
研
究
」
（
一
二
〇
ー
二
一
五
頁
、
二
三

　
七
t
二
六
二
頁
）
等
に
詳
し
い
。

（
4
）
　
わ
が
中
世
に
お
い
て
は
、
当
該
問
題
に
関
し
て
、
上
掲
の
二
書
に
代
表
さ
れ
る

　
二
つ
の
相
反
す
る
学
説
が
並
び
存
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
利
光
博
士

　
が
、
そ
の
著
「
内
閣
文
庫
本
「
明
法
条
々
勘
録
」
の
研
究
」
（
前
掲
「
律
令
制
と
そ

　
の
周
辺
」
所
収
・
四
九
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
精
緻
な
る
考
証
を
行
な
つ
て
お
ら
れ

　
る
（
同
書
八
二
－
八
三
頁
）
。
こ
れ
に
拠
つ
て
明
法
条
々
勘
録
の
当
該
部
分
を
摘
記

　
す
る
と
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
父

　
　
　
一
、
不
孝
子
預
文
母
遺
財
否
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父

　
　
　
　
近
来
世
俗
、
以
義
絶
称
不
孝
欺
、
然
者
義
絶
者
、
不
可
預
遺
財
否
、
文
母
錐

　
　
　
　
不
義
絶
、
行
不
孝
之
子
孫
、
不
可
預
遺
財
否
云
々
、

　
　
　
　
父
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父

　
　
　
右
文
母
已
令
不
孝
之
子
、
不
可
預
遺
財
之
条
者
、
勿
論
、
文
母
錐
不
義
絶
不
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父
　
　
　
　
在

　
　
　
子
孫
、
不
可
預
遺
財
否
事
、
如
律
条
者
、
祖
文
母
々
々
存
、
子
孫
就
養
無
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父

　
　
　
出
告
反
面
、
違
者
並
当
八
虐
云
々
、
代
及
澆
季
、
守
此
文
子
孫
頗
希
歎
、
文
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父

　
　
　
又
不
禁
之
哉
、
然
者
自
錐
侵
此
等
科
、
為
文
母
不
被
不
孝
者
、
猶
可
預
遺
財
乎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
以
下
三
字
抹
殺
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
十
六
字

　
　
　
但
依
所
犯
之
所
犯
之
軽
皇
、
被
准
用
之
条
、
合
古
便
今
者
哉
、
抑
於
子
孫
、
謂

　
　
　
朱
ニ
テ
書
継
）

　
　
　
之
不
孝
、
於
夫
妻
、
称
之
義
絶
歎
、

　
ま
た
利
光
博
士
は
、
同
書
の
別
の
問
題
を
論
じ
た
箇
所
に
お
い
て
、
滝
川
博
士
の
研

　
究
（
「
大
宝
令
の
註
釈
書
「
古
記
」
に
就
い
て
」
「
日
本
法
制
史
研
究
」
所
収
・
五
八

　
三
頁
以
下
）
を
援
用
し
て
、
明
法
条
々
勘
録
の
説
と
法
曹
至
要
抄
の
説
と
の
対
立

　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

は
、
時
行
事
を
重
視
し
た
古
記
と
、
文
理
解
釈
に
重
き
を
お
い
た
釈
記
と
の
対
立
の

伝
統
を
引
く
も
の
と
み
て
お
ら
れ
る
（
同
書
八
一
ー
八
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
見
地

が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
問
題
に
お
け
る
両
書
（
条
々
勘
録
と
至
要
抄
）
の

対
立
は
、
上
掲
古
記
の
説
と
、
至
要
抄
所
引
の
説
者
の
説
と
の
対
立
に
そ
の
系
譜
を

引
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
説
者
が
、
釈
記
の
孫
引
き
で
あ
る
こ
と
が

証
明
で
き
れ
ば
、
右
の
利
光
博
士
の
見
解
に
実
に
都
合
の
よ
い
一
例
を
加
え
る
こ
と

が
で
ぎ
る
が
、
こ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
は
余
程
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
説

者
と
釈
記
の
文
章
が
符
合
す
る
例
が
令
集
解
・
律
集
解
の
な
か
に
二
、
三
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
選
叙
令
集
解
授
位
条
に
引
か
れ
て
い
る

釈
云
（
中
略
）
、

但
別
勅
才
伎
長
上
及
中
宮
舎
人
、
諸
司
伴
部
帳
内
資
人
等
之

　
　
類
、
皆
限
年
十
七
出
身
、
廿
五
叙
位
耳
也

の
文
は
、
政
事
要
略
巻
六
十
九
、
糺
弾
雑
事
（
致
敬
拝
礼
下
馬
）
の
条
所
引
の
説
者

（
上
掲
釈
記
の
傍
線
部
分
。
以
下
こ
の
方
法
で
記
す
が
、
異
同
の
あ
る
場
合
は
相
当

す
る
字
句
を
挿
入
す
る
）
と
ほ
と
ん
ど
等
し
い
。
ま
た
平
戸
記
．
寛
元
三
年
四
月
十

四
日
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
所

　
　
賊
盗
律
集
解
云
、
盗
大
祀
神
御
物
中
流
、
釈
日
、
其
僕
具
之
属
、
在
神
前
而

　
　
　
者
f
此
条
　
　
　

者
　
　
　
　
　
i
八
虐

　
　
盗
、
入
不
敬
、
不
在
神
前
、
難
経
祀
官
省
視
、
不
入
中
悪
、

の
文
は
、
後
愚
昧
記
、
応
安
四
年
五
月
十
九
日
条
所
見
の
説
者
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

し
か
り
と
す
れ
ば
説
者
が
釈
記
の
説
を
敷
術
・
孫
引
き
し
て
い
る
こ
と
も
い
え
な
い

で
は
な
い
が
、
つ
ぎ
に
挙
示
す
る
二
つ
の
史
料
は
、
そ
の
可
能
性
に
否
定
的
で
あ

る
。

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
説
者
、
釈
此
上
文
、
酒
醜
饅
具
及
邊
豆
篁
篁
之
属
、
在
御
前
而
盗
者
、
且
入
大

　
　
不
敬
（
平
戸
記
、
寛
元
二
年
十
一
月
廿
日
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
名
例
律
集
解
、
酒
醗
饅
具
之
属
在
神
前
、
而
盗
者
亦
入
大
不
敬
、
而
此
文
下
説

　
　
者
聯
有
胎
問
答
之
旨
、
就
此
一
旦
之
問
答
可
棄
此
律
之
由
令
存
歎
、
然
者
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
律
中
始
終
尤
可
省
除
之
処
、
賊
盗
律
集
解
云
、
盗
大
祀
神
御
物
中
流
、
釈
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
九
四
一
）



　
　
　
律
逸
文
若
干
条
の
復
元
に
つ
い
て

　
　
　
其
饅
具
之
属
在
神
前
而
盗
、
入
不
敬
（
平
戸
記
、
寛
元
一
二
年
四
月
＋
四
日
条
）

　
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
文
章
に
お
い
て
両
私
記
は
、
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
引
か
れ
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
当
該
問
題
に
お
け
る
明
法
条
々
勘
録
の
学
説
は
、
そ
の
著
書
中
原
章

　
　
澄
が
明
法
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
や
（
「
検
非
違
使
補
任
」
文
永
四
年
条
）
、
使
庁
の
有

　
　
力
者
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
前
掲
の
式
目
抄
、
「
父
母
所

　
　
領
配
分
之
時
、
雅
非
義
絶
不
譲
与
成
人
子
息
事
」
に
は
、

　
　
　
文
永
四
年
不
孝
子
預
父
母
財
事
、
右
難
行
不
孝
父
不
義
絶
者
猶
可
預
遺
財
、
服

　
　
　
中
不
孝
子
猶
与
財
故
也
、
又
錐
無
不
孝
之
行
令
義
絶
者
不
可
預
財
欺

　
　
と
あ
つ
て
（
前
掲
「
続
史
籍
集
覧
」
第
二
冊
・
一
二
四
頁
）
、
不
孝
の
子
の
遺
産
分

　
　
配
を
広
範
囲
に
認
め
た
法
令
が
下
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
上
述
の
条
々
勘
録
所
載
の

　
　
学
説
と
ほ
ほ
一
致
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
七
　
断
獄
律
囚
徒
伴
在
他
所
条

　
公
式
令
訴
訟
条
の
義
解
、
お
よ
び
集
解
所
引
の
釈
・
跡
両
記
に
は
、

　
　
断
獄
律
移
囚
条

と
い
う
一
句
が
み
え
て
い
て
、
唐
律
の
囚
徒
伴
在
他
所
条
所
見
の
「
移
囚
」
に

相
応
す
る
養
老
律
本
文
の
用
語
が
、
本
条
の
条
項
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
二
字
は
、
復
元
し
う
る
も
の
と
推
断
し
て
誤
り
な
い
と

お
も
う
。

　
本
条
前
半
の
条
文
は
、
「
律
逸
」
お
よ
び
利
光
博
士
等
に
よ
り
そ
の
逸
文
が
拾

　
　
　
　
（
1
）

わ
れ
て
い
る
が
、
後
段
の
部
分
は
、
一
字
た
り
と
も
補
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
の

で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
復
元
の
遅
れ
て
い
る
後
段
の
内
容
が
わ
ず
か
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
が
浮
び
上
つ
た
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
と
お
も
う
。
復
元
案
を
示
す
と
つ

九
〇
　
　
（
九
四
二
）

ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
凡
轟
獄
實
囚
徒
伴
在
他
所
煮
聴
移
送
先
繋
処
併
論
之
（
馨
糠
、
）
、
馨
杖

　
　
者
、
若
違
法
（
儲
）
移
囚
（
鰍
献
継
Y
即
令
当
処
受
而
推
之
、
申
所
管
属
推
劾
、
若

　
　
囚
至
不
受
、
及
受
而
不
申
者
、
亦
与
移
囚
罪
同
（
糖
）
、
（
注
・
疏
は
と
も
に
省
略
）

　
な
お
、
右
の
う
ち
　
「
違
法
移
囚
」
以
下
　
「
申
所
管
属
推
劾
」
ま
で
の
条
文

は
、
「
律
逸
」
の
発
見
に
か
か
る
疏
文
の
存
在
か
ら
、
そ
の
復
元
の
可
能
性
が

　
　
　
　
　
　
（
3
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
前
掲
続
々
群
書
類
従
・
四
〇
二
頁
、
利
光
博
士
・
前
掲
「
律
の
研
究
」
一
九
九

　
　
ー
二
〇
一
頁
、
小
林
宏
博
士
編
　
「
律
条
拾
零
」
（
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀

　
　
要
第
三
〇
輯
・
昭
和
四
十
七
年
・
一
五
四
頁
以
下
）
一
八
四
ー
一
八
七
頁
、
等
を
参

　
　
照
の
こ
と
。

　
（
2
）
　
な
お
滝
川
博
士
は
、
そ
の
著
前
掲
「
令
集
解
」
に
お
い
て
、
上
述
の
釈
記
所
見

　
　
「
断
獄
律
移
囚
条
」
が
本
条
後
半
の
条
文
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
指
摘

　
　
せ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
「
移
囚
」
の
語
が
逸
文
で
あ
る
こ
と
は
論
じ
て
お
ら
れ
な
い

　
　
し
、
前
掲
の
「
訳
註
・
律
本
文
篇
」
も
こ
れ
を
採
用
し
て
い
な
い
。

　
（
3
）
　
前
掲
「
律
条
拾
遺
」
二
八
四
頁
。

付
記
　
成
稿
に
あ
た
り
、
慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授
手
塚
豊
・
法
学
部
教
授
利
光
三
津
夫

　
　
　
両
博
士
の
学
恩
と
御
叱
正
を
添
う
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
謝
意
を
表
す
る
次

　
　
　
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
三
十
日
稿
）


